
「ここから裁判」高裁 第４回口頭弁論の傍聴を！  
 

０９年９月３日の高裁第１回に続き、１１月１２日の第

２回口頭弁論でも一審原告側は、原告２人が約１０分ずつ

意見陳述を行ないました。原告保護者は「こころとからだ

の学習」は子どもだけでなく、保護者にとっても大切なこ

とを教えてくれました。それなのに「アダルトショップの

よう」などと報道され大変ショックを受けたことなどを

切々 と訴えました。原告教員は保護者の要望もあり、子ど

もたちが２次性徴を肯定的に受け止められるようにと工夫

して作成した教材（「箱ペニス」「ペニス付きタイツ」）とそ

の使い方を丁寧に伝えました。裁判官もしっかり原告の意

見陳述を聞き入っていました。 

また、被告都教委からは反論書と半沢指導主事の陳述書

が出され、証人申請もされました。しかし、都議からも答

弁書が提出される予定のところ、インフルエンザを理由に

提出されず、裁判官から苦言がありました。第３回は０１

年２月４日に開かれ、準備書面2の要旨を弁論しました。 

次回・第４回口頭弁論は以下の通りです。傍聴席を満席

にして裁判官に裁判への感心の高い事を示しましょう。 

ぜひ傍聴をお願いします！  
 

   日  時： ２０１０年４月２０日（火） 開廷時間  1５：０0～  
     ★ 傍聴券が抽選の場合があります。１４：３５までに地裁玄関前の傍聴抽選に並んでください。 
 

     場 所：  東京高裁 １階10１号法廷  約１００名入る大法廷です！ 
 

内 容：  ３月２６日の進行協議で決まります。     
★閉廷後の報告集会会場は未定                  

  
                           

 
＜１0.２.４高裁第３回口頭弁論後の報告集会で＞ 
 

                                                

「こころとからだの学習」 裁判を支援する全国連絡会 
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高裁への 

アクセス 
 

①営団有楽町線 
桜田門駅歩3分  

 

②営団丸ノ内線 

営団日比谷線 

営団千代田線 
   霞ヶ関駅歩3分 


